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○岡山市立犬島自然の家条例施行規則 

平成10年11月24日 

市教育委員会規則第19号 

(趣旨) 

第1条 この規則は，岡山市立犬島自然の家条例(平成10年市条例第51号。以下「条例」と

いう。)第14条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(職員) 

第2条 岡山市立犬島自然の家(以下「自然の家」という。)に所長を置く。 

2 自然の家に主事その他の職員を置くことができる。 

(職務) 

第3条 所長は，所務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

2 主事その他の職員は，上司の命を受けて所務に従事する。 

(事務) 

第4条 自然の家における事務の内容は，次のとおりとする。 

(1) 自然の家事業の企画及び執行に関すること。 

(2) 利用者に対する指導及び助言に関すること。 

(3) 使用料の収納に関すること。 

(4) 施設・設備の維持管理に関すること。 

(5) 予算の経理に関すること。 

(6) 文書の収受発送及び保存に関すること。 

(7) 調査，統計，記録に関すること。 

(8) 広報，宣伝に関すること。 

(9) その他自然の家の事務に関すること。 

(休所日) 

第5条 自然の家の休所日は，次のとおりとする。 

(1) 毎週火曜日(7月15日から8月31日までの期間を除く。)。ただし，火曜日が国民の祝

日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」とい

う。)に当たるときは，その日以後最初に到来する祝日法による休日でない日 

(2) 12月29日～1月3日 

2 所長が，自然の家の管理上必要と認めるときは，前項の規定にかかわらず，休所日に開

所し，又は臨時に休所日を定めることができる。 
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(勤務時間等) 

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は，所長が別に定める。 

2 前項に定めるもののほか，職員の服務に関しては，岡山市教育委員会事務局職員の例に

よる。 

(施設使用の許可申請) 

第7条 自然の家を使用しようとする者は，自然の家使用許可申請書(様式第1号)により岡山

市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用日の10日前までに申請しなければなら

ない。ただし，宿泊室を休憩により使用する場合並びに食堂・厨房，風呂及びシャワーを

使用する場合は，この限りでない。 

2 教育委員会は，前項の使用を許可したときは，自然の家使用許可書(様式第2号)を申請者

に交付する。 

(使用料の還付) 

第8条 条例第9条ただし書の規定により，使用料を還付することができる場合は，次のと

おりとする。 

(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなった場合 

(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 

（行為の許可申請） 

第8条の2 条例第11条に掲げる行為（第9条第2項において「行為」という。）をしようと

する者は，自然の家内行為許可申請書（様式第3号）により教育委員会に申請をしなければ

ならない。 

2 教育委員会は，前項の申請があったときは，これを速やかに審査し，その結果を自然の

家内行為許可・不許可通知書（様式第4号）により申請者に通知するものとする。 

(事務決裁) 

第9条 岡山市立犬島自然の家の事務決裁については，次項に定めるものを除き，岡山市教

育委員会事務処理権限規則(平成23年市教育委員会規則第11号)に定めるところによるほ

か，岡山市教育委員会事務局事務決裁規程(平成7年市教育委員会訓令甲第1号)の規定を準

用する。この場合において「課長」とあるのは「生涯学習課長」と読み替えるものとする。 

2 自然の家の施設等の使用許可及びその取消し並びに行為の許可及びその取消しの決定

は，所長の専決事項とする。 

(その他) 

第10条 この規則に定めるもののほか，自然の家の管理について必要な事項は，教育委員
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会の承認を得て生涯学習課長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成11年1月1日から施行する。 

附 則(平成11年市教育委員会規則第5号) 

この規則は，平成11年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年市教育委員会規則第1号) 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第5条の改正規定は，平成14年4月1日から

施行する。 

附 則(平成21年市教育委員会規則第13号) 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年市教育委員会規則第13号) 

この規則は，平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年市教育委員会規則第14号) 

この規則は，平成23年6月1日から施行する。 

附 則(平成24年市教育委員会規則第7号) 

この規則は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年市教育委員会規則第12号) 

この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

附 則(令和6年市教育委員会規則第14号) 

この規則は，令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年市教育委員会規則第2号) 

この規則は，令和7年4月1日から施行する。 
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様式第1号(第7条関係) 

様式第2号(第7条関係) 

様式第3号(第8条の2関係) 

様式第4号(第8条の2関係) 

 


